
【公報種別】意匠公報の訂正
【発行日】令和７年８月６日（２０２５．８．６）

【登録番号】意匠登録第１８０４３３７号（Ｄ１８０４３３７）
【掲載公報発行日】令和７年７月２４日（２０２５．７．２４）
【年通号数】登録公報（意匠）２０２５－１３６

【意匠分類】Ｂ３－６９２
【出願番号】意願２０２４－２５６４０（Ｄ２０２４－２５６４０）

【訂正の要旨】【意匠権者】の【住所又は居所】に誤りがあったので以下のとおり訂正する。
（１９）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５）【発行日】令和７年７月２４日（２０２５．７．２４）

（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ）
（１１）【登録番号】意匠登録第１８０４３３７号（Ｄ１８０４３３７）
（２４）【登録日】令和７年７月１５日（２０２５．７．１５）

（５４）【意匠に係る物品】カラーコンタクトレンズ
（５２）【意匠分類】Ｂ３－６９２
（５１）【国際意匠分類】Ｌｏｃ（１４）Ｃｌ．１６－０６

（２１）【出願番号】意願２０２４－２５６４０（Ｄ２０２４－２５６４０）
（２２）【出願日】令和６年１２月１１日（２０２４．１２．１１）
（７２）【創作者】

【氏名】藤原　智洋
【住所又は居所】大阪府大阪市中央区西心斎橋１－５－５アーバンＢＬＤ心斎橋６Ｆ

（７３）【意匠権者】
【識別番号】３２４０１１５８２
【氏名又は名称】株式会社Ｌｃｏｄｅ

【住所又は居所】大阪府大阪市中央区久太郎町３丁目４番２８号センバフロント８階
【審査官】高橋　優斗　　
（５５）【意匠に係る物品の説明】本物品は、透明なレンズに模様及び色彩を付したコンタクトレンズであ

る。
（５５）【意匠の説明】右側面図、左側面図、底面図、及び平面図において、レンズの外縁部に撮影時の映
り込み等が表れているが、意匠を構成するものではない。右側面図、左側面図、底面図、及び平面図におい

て、撮影面とは反対側の面（以下、「反対面」という。）の模様が、レンズの作用によって、歪んだ模様と
して撮影面に表れているが、撮影面に表れている反対面の歪んだ模様は、撮影面の模様を構成するものでは

ない。なお、右側面図の場合、撮影面とは、正面図の左右中心に対して右側の湾曲面をいい、反対面とは、
左右中心に対して左側の湾曲面をいうものとし、左側面図の場合、撮影面とは、正面図の左右中心に対して
左側の湾曲面をいい、反対面とは、左右中心に対して右側の湾曲面をいうものとし、底面図の場合、撮影面

とは、正面図の上下中心に対して下側の湾曲面をいい、反対面とは、上下中心に対して上側の湾曲面をいう
ものとし、平面図の場合、撮影面とは、正面図の上下中心に対して上側の湾曲面をいい、反対面とは、上下
中心に対して下側の湾曲面をいうものとする。
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【背面図】
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【左側面図】
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【右側面図】

【平面図】

【底面図】

（５６）【参考文献】意登１７６８２７７

（５６）【参考文献】意登１７７７７６７
（５６）【参考文献】大韓民国意匠商標公報、（２０２３－５－２３）、３０－１２１０８６６、（特許庁
意匠課公知資料番号ＲＨ０５４１５３１９）


